
近
世
初
期
細
川
藩
に
お
け
る
農
村
支
配

ｌ
享
永
」
の
成
立
を
中
心
と
し
て
ｌ

松
本
寿
三

序

近
世
細
川
領
に
お
い
て
地
方
行
政
単
位
と
し
て
「
手
永
」
が
用
い
ら
れ
た
こ

と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
そ
の
性
格
も
す
で
に
諸
先
学
に
よ
っ
て
ほ
壁
明
ら

か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
皆
）
「
手
永
」
制
の
果
し
た
役
割
は
、
細
川
氏
に
よ

る
約
一
一
一
一
一
○
年
の
肥
後
支
配
期
に
お
い
て
ご
く
ま
れ
に
し
か
百
姓
一
摸
が
発
生

し
て
い
な
い
こ
と
で
も
そ
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
農
民
の
把
握
に

極
め
て
有
効
な
体
制
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
「
手
永
」
制
は
細
川
氏
に
よ
っ

て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
、
金
沢
藩
の
「
十
村
」
制
や
諸
藩
の
「
組
」
と
摸
を
一

に
す
る
も
の
で
‐
近
世
大
名
の
農
村
把
握
の
一
形
態
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

細
川
氏
に
お
け
る
「
手
永
」
制
は
新
し
く
入
国
し
た
豊
後
お
よ
び
小
倉
支
配

時
に
由
来
す
る
。
従
っ
て
肥
後
藩
に
お
け
る
「
手
永
」
制
の
研
究
は
、
小
愈
藩

時
代
に
溺
及
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
は
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
細
川
氏
の
豊
後
入
国
お
よ
び
豊
前
、
豊
後

豊
後
国
速
見
郡
由
布
院
の
村
落
構
造

一

郎

の
地
方
行
政
機
櫛
に
つ
い
て
確
か
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

細
川
氏
の
豊
後
入
国
前
後
の
事
情
を
み
る
と
、
文
禄
役
中
の
大
友
護
統
の
失

脚
に
伴
っ
て
、
旧
大
友
領
で
あ
る
豊
後
諸
地
域
は
文
禄
三
年
所
謂
豊
後
七
人
衆

に
細
か
く
分
け
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
も
幾
度
か
変
遷
を
経
て
い
る
が
、
関
ガ

原
に
お
け
る
東
西
両
軍
へ
の
分
裂
に
よ
っ
て
さ
ら
に
変
貌
を
と
げ
た
（
第
一
表

参
照
）
。
す
な
わ
ち
慶
長
五
年
関
ガ
原
役
に
あ
た
り
毛
利
卸
元
に
預
け
ら
れ
て

い
た
大
友
賎
統
は
大
阪
方
に
つ
い
て
豊
後
の
奪
還
を
は
か
り
、
、
中
津
城
の
黒
田

孝
高
・
木
付
城
の
細
川
忠
典
（
城
代
松
井
康
之
）
と
眠
い
こ
れ
に
敗
れ
た
。

（
２
）

細
川
氏
が
豊
後
に
入
国
し
た
の
は
家
譜
に
よ
れ
ば
慶
長
五
年
春
の
こ
と
で
、

前
田
利
家
と
穂
川
家
康
を
和
せ
し
め
た
功
に
よ
り
杵
築
六
万
石
を
加
期
せ
ら
れ

た
こ
と
に
よ
る
。
よ
っ
て
松
井
康
之
を
城
代
家
老
と
し
て
杵
築
に
派
し
た
◎
杵

築
城
は
前
年
五
月
城
主
早
川
長
敏
が
府
内
城
に
移
封
さ
れ
た
あ
と
で
あ
る
。

－１



第
一
衰
豊
後
国
に
お
け
る
諸
侯
分
封

「
大
分
県
政
史
」
通
史
網
に
よ
る
。
氏
名
の
検
の
数
字
は
石
高
。

関
ガ
原
役
後
に
は
豊
後
の
悩
勢
は
一
変
し
た
。
国
東
郡
の
熊
谷
直
陳
・
寛
家

純
は
大
阪
方
に
つ
い
て
滅
び
、
中
津
の
黒
田
孝
高
は
功
に
よ
り
筑
前
五
二
万
石

を
与
え
ら
れ
て
賑
じ
、
細
川
忠
典
も
ま
た
豊
前
八
郡
・
豊
後
二
郡
（
国
東
・
速

見
）
三
九
万
石
を
領
し
て
中
津
城
に
入
り
、
の
ち
小
倉
城
に
移
っ
た
。
以
来
寛

永
九
年
加
藤
忠
広
改
易
後
の
肥
後
に
入
国
す
る
ま
で
の
三
一
一
年
間
小
倉
藩
を
領

有
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
小
倉
藩
領
に
も
関
ガ
原
役
以
前
の
所
領
と
関
ガ
原
役
以
後
の

も
の
と
が
あ
っ
て
、
地
方
行
政
上
若
干
の
地
域
差
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

と
く
に
本
稿
に
お
け
る
史
料
を
多
く
速
見
郡
に
求
め
た
た
め
速
見
郡
の
場
合
に

つ
い
て
見
る
と
、
こ
の
地
は
細
川
氏
が
も
っ
と
も
早
く
拝
領
し
た
土
地
で
あ
る

ほ
か
、
江
戸
御
料
所
で
あ
る
由
布
院
・
横
灘
お
よ
び
老
臣
松
井
氏
の
知
行
地
杵

築
を
ふ
く
ん
で
い
る
な
ど
複
雑
な
関
係
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
慶
長
一
六

年
に
お
け
る
同
郡
内
の
細
川
領
は
横
灘
・
由
布
院
と
木
付
（
杵
築
）
の
一
一
区
に

（
３
）

区
分
さ
れ
、
そ
の
性
格
も
異
な
る
。

す
な
わ
ち
由
布
院
・
浜
脇
村
・
南
石
垣
村
・
別
府
村
の
計
一
四
、
○
五
二
石

余
は
羽
柴
越
中
守
代
官
仕
分
で
あ
り
、
こ
の
地
は
「
人
畜
改
帳
」
に
お
い
て
江

戸
御
料
所
分
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
杵
築
の
下
庄
村
・
上
庄
村
・
歳
田
村
・
莫

那
井
村
・
上
八
坂
村
・
下
八
坂
村
・
計
六
、
三
四
○
石
余
は
羽
柴
越
中
守
知
行
一

（
４
）

分
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
由
布
院
・
横
灘
の
地
が
藩
髄
た
２

る
他
の
地
域
と
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
替
え
よ
う
。
而
し
て
こ
の
江
戸
御
料
一

所
の
代
官
に
は
老
臣
松
井
康
之
が
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
を
家
記
は
次
の
如

く
述
べ
て
い
る
。

松
井
へ
代
官
ラ
命
ジ
タ
ル
ハ
先
年
関
ヶ
原
乱
ノ
節
ノ
奉
公
、
且
シ
兼
テ

無
疎
意
心
底
、
又
先
年
秀
吉
ヨ
リ
石
見
半
圃
十
八
万
石
ヲ
以
テ
宛
テ
行

う
可
シ
ト
在
リ
タ
ル
節
辞
退
シ
タ
ル
故
、
知
行
ハ
徴
収
セ
ズ
、
只
扶
助

（
５
）

ノ
考
ヘ
ニ
テ
代
官
ヲ
命
ジ

慶
長
六
年
四
月
豊
後
国
速
見
郡
由
布
院
横
灘
ノ
地
二
ケ
所
ノ
公
料
一
万

七
千
百
六
十
六
石
鹸
ノ
代
官
ヲ
命
ゼ
ラ
ル
、
殴
之
皿
女
年
貢
ヲ
献
ジ
タ

（
６
）

ル
モ
家
康
受
ケ
・
ス
、
蓋
シ
其
実
家
康
之
ヲ
封
●
ス
ル
モ
ノ

由
布
院
、
横
灘
は
江
戸
御
料
所
で
あ
り
、
こ
の
地
が
老
臣
松
井
康
之
を
通
し

て
羽
柴
越
中
守
（
細
川
忠
典
）
の
代
官
仕
分
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
前
に
も

由
布
院

日木日．佐臼高富安岡府
田付出伯杵田来岐内
城城城城城城城城城城

大友義統（378,592石）

文
禄
２

早
川
長
敏

中
川
秀
成

セ
ロ
、
ロ
ロ
ロ

熊
谷
直
陳

寛
家
能

竹
中
重
隆

福
原
直
尚

三
。
、
ロ
ロ
ロ

毛
利
高
政

一
一
つ
、
コ
ロ
ロ

毛
利
重
政

前
田
玄
以

宮
木
長
次
郎

文
禄
３

福
原
直
高

〃〃〃〃

太
田
重
正

〃〃

早
川
長
敏

慶
長
２

早
川
長
敏

〃 〃〃〃〃〃〃

細
川
忠
興

未
ｐ
０
ｐ
ｏ
Ｃ

慶
長
４

グー、

代
、一

松
井
康
之

竹
中
砿
隆

中
川
秀
哉

一
細
川
忠
興

稲
葉
貞
通

毛
利
倒
政

木
下
延
親

一
一
つ
も
ロ
ロ
ロ

細
川
忠
典

慶
長
６



〃

（
７
）

の
べ
た
「
人
畜
改
帳
」
や
慶
長
九
年
の
「
速
見
・
国
東
絵
図
之
高
帳
」
に
松
井

佐
渡
守
分
と
し
て
付
級
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に

藩
領
で
は
な
か
っ
た
由
布
院
．
横
灘
は
、
し
か
し
、
何
時
の
頃
か
ら
か
小
倉
藩

領
の
一
部
を
な
す
に
至
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
元
和
八
年
の
人
畜
改
帆
に
お
い
て

独
自
の
支
配
機
構
を
も
つ
こ
と
な
く
、
他
の
地
域
と
同
じ
く
手
永
制
を
施
行
し

て
い
る
こ
と
で
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

元
和
元
年
ご
ろ
の
手
永
一
覧
に
は
速
見
郡
に
は
ま
だ
手
永
を
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
（
第
七
表
参
照
）
が
、
そ
れ
以
後
に
小
倉
藩
領
に
組
入
れ
ら
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
木
付
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
地
は
早
く
か
ら
松
井
佐
渡
守
（
康
之
）

の
知
行
地
で
あ
る
。
慶
長
五
年
春
杵
築
城
代
と
し
て
豊
後
に
下
向
し
た
彼
は
、

関
ガ
原
役
の
功
に
よ
っ
て
細
川
忠
興
が
豊
前
を
加
封
さ
れ
る
や
、
い
ち
は
や
く

蕊
硯
・
国
東
・
宇
佐
三
郡
に
二
五
、
○
九
四
石
余
の
知
行
を
給
せ
ら
れ
た
と
い

う
。
こ
の
松
井
氏
の
知
行
地
の
う
ち
で
も
速
見
郡
木
付
（
杵
築
）
は
、
彼
が
般

初
に
入
国
し
た
土
灘
も
あ
り
．
ま
た
彼
の
豊
後
下
向
に
は
塞
厳
直
々
の
命
が

あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
さ
ら
に
同
じ
速
見
郡
の
う
ち
江
戸
御
料
所
由
布
院
・
柚

灘
の
代
官
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
と
併
せ
て
、
他
の
二
郡
の
支
配
と
は

趣
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
疑
惑
は
元
和
元
年
ご
ろ
の
豊
後
国
に
お
け
る
手
永
一
覧
に
杵
築
地
方
の

も
の
が
現
わ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
小
倉
細
川
領
全
域
に
手
永
制
が
施
行
さ
れ
て

い
る
元
和
八
年
に
於
い
て
も
、
木
付
だ
け
が
手
永
に
分
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
る
。
木
付
の
特
異
性
が
単
な
る
偶
然
に
よ
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
存
在
が
近
世
大
名
の
行
政
組
織
の

下
で
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
は
松
井
氏
の
細
川
家
に
お
け
る
地
位
と
切

離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
細
川
家
の
家
臣
で
あ
り
な
が
ら
江
戸
御

〃
地
域

「
小
倉
藩
人
畜
改
帳
ご
に
よ
り
作
成

こ
の
捌
お
よ
び
捌
分
担
当
者
は
、
大
雑
把
に
み
て
も
木
付
と
横
灘
・
由
布
院

と
で
は
そ
の
名
称
と
支
配
地
域
に
若
干
の
相
違
を
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
木
付
の

料
所
の
代
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
ほ
ど
の
松
井
氏
に
は
、
の
ち
ま
で
大
和
神
童
寺
村

（
ｍ
》

の
本
領
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
木
付
も
そ
う
い
う
意
味
で
一
円
支
配
が
そ
の

手
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
一

細
川
領
に
お
け
る
地
方
支
配
機
構
と
し
て
最
も
古
い
も
の
は
慶
長
十
六
年
の

捌
（
手
捌
）
で
あ
る
。
速
見
郡
に
つ
い
て
は
第
二
表
の
よ
う
な
捌
を
み
る
。

第
二
表
速
見
郡
の
地
域
区
分
（
慶
長
一
六
年
）

３

捌
分
担
当
者

横
〃

灘

由
布
院

木
付

市
左
衛
門

上
庄
、
下
庄

上
八
坂
、
下
八
坂
、
溌
田
、
真
那
井

・
所
在
村
名

石原前口平幸
垣徳、、野
、野 東山、
立、畑崎水
石 光、地
、永石、
浜、丸中
脇石、園
、武 怒、
別 、留下
符並湯依

柳、、
、山中
塚ノ依

、

乙
丸
、
荒
木
、
徳
野
、
津
々
良
、
山

浦
、
畑
、
小
平

次新半部勘
郎兵大、解
左衛夫右由
衛、、馬、
門藤新亜若
左右狭
線i術、
門門掃

次
郎
右
衛
門

甚
左
術
門
尉

助
允



第三表速見郡の地域別石高（元和八年） 捌
分
担
当
者
は
上
庄
・
下
庄
の
四
人
は
代
官
と
称
し
て
お
り
、
そ
の
地
域
は
上

庄
村
を
三
分
し
て
勘
解
由
、
若
狭
、
掃
部
が
担
当
し
て
い
る
。
下
庄
お
よ
び
上
八

坂
な
ど
の
村
々
で
は
右
馬
亜
以
下
の
者
が
一
村
ご
と
に
支
配
す
る
。
上
八
坂
・

下
八
坂
な
ど
で
は
庄
屋
を
称
し
て
い
る
。

八
坂
方
面
で
は
捌
分
担
当
者
た
る
庄
屋
が
居
住
す
る
村
に
は
肝
煎
が
い
な
い

が
、
彼
ら
の
在
村
し
な
い
地
に
は
必
ず
肝
煎
が
お
か
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と

か
ら
木
付
に
お
け
る
代
官
・
庄
屋
は
、
捌
分
を
担
当
す
る
と
は
言
う
も
の
の
、

そ
の
捌
分
の
区
域
は
あ
く
ま
で
も
村
的
な
範
聴
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

一
方
由
布
院
・
横
灘
の
捌
は
例
外
な
く
数
力
村
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
居
住
す
る
村
に
お
い
て
も
捌
分
担
当
者
と
は
別
に
庄
屋
が
魁
か
れ
、
ま
た
そ

1618.2.8.6.0.0

対
し
て
彼
ら
は
惣
庄
屋
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

両
者
の
地
方
行
政
上
の
差
異
は
、
元
和
八
年
の
人
畜
改
睡
よ
っ
て
一
厨
明

確
に
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
木
付
地
方
は
長
岡
式
部
少
輔
知
行
分
一
一
一
・
給

人
分
二
・
蔵
納
浦
手
一
の
六
冊
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
庄
屋
が
お
か
れ
て
差
出

人
と
な
っ
て
い
る
。
由
布
院
・
横
灘
で
は
捌
・
手
捌
の
地
域
が
そ
の
ま
し
手
永

に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

元
和
八
年
に
お
け
る
由
布
院
・
横
灘
の
手
永
お
よ
び
木
付
各
地
域
の
石
高
は

才
三
表
の
通
り
で
あ
っ
て
、
由
布
院
・
横
灘
の
四
手
永
の
規
模
か
ら
す
れ
ば
、

木
付
に
は
当
然
二
。
三
手
永
が
設
け
ら
れ
て
然
る
べ
き
規
模
に
あ
る
が
、
本
実

は
木
付
に
は
手
永
が
設
け
ら
れ
ず
、
各
村
庄
屋
が
村
単
位
で
郡
代
に
直
属
し
て

い
る
点
、
惣
庄
屋
と
同
格
に
取
扱
わ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
木
付

の
特
異
性
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
木
付
の
上
下
庄
村
の
代
官
は
極
め
て
村
庄
屋
的
性
格
が
強
い
４

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
が
代
官
と
称
せ
ら
れ
る
一

こ
と
の
裏
に
は
、
代
官
的
役
割
を
も
併
せ
持
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
も

起
こ
る
。
慶
長
十
八
年
速
見
郡
・
国
東
郡
の
代
官
所
を
徴
す
れ
ば
第
四
表
の
如

（
泥
）

く
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
木
付
に
お
い
て
の
五
代
官
所
の
う
ち
慶

長
十
六
年
の
代
官
お
よ
び
庄
屋
の
う
ち
下
庄
の
代
官
右
馬
亜
と
木
付
右
鳩
亜
が

同
じ
地
を
領
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
木
付
と
い
う
苗
字
は
地
名
と
深
い
関

連
が
あ
る
点
か
ら
同
一
人
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
同
棟
に
下
八
坂
村
の
庄
屋
半

大
夫
と
工
藤
半
大
夫
が
同
じ
地
を
領
し
、
且
つ
元
和
八
年
同
地
城
の
庄
屋
に
も

（
過
）

工
藤
半
兵
衛
の
所
在
が
確
か
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
半
大
夫
が
代
官
と
し
て
登
用
さ

れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
代
官
所
が
藩
庁
の
出
先
機
関
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
，
こ
の
一
一
人
は
在
地
代
官
か
ら
藩
機
榊
に
連
な
る

代
官
所
代
官
に
登
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
際
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と

石斗升合勺才

2873.8.6.611別符助允手永

石丸次郎右衛門手永

石武甚左衛門手永

乙丸市左衛門手永

木付下庄

〃上庄

〃上八坂

〃下八坂

〃浦分

2621.2.1.8.3.3

1274.4.1.6.6.1

1369.4.3.0.3.8

1571.0.7.9.3.2

一
か
れ
、
ま
た
そ

れ
以
外
の
村
に

も
庄
屋
・
肝
煎

な
ど
の
村
役
人

が
お
か
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ

て
こ
こ
か
ら
由

布
院
、
横
灘
に

お
い
て
は
、
木

付
と
異
な
っ
て

い
く
つ
か
の
村

を
束
ね
る
大
庄

屋
と
い
え
る
。

村
毎
に
お
か
れ

て
い
る
庄
屋
に

353.2.3.7.0.0

794.0.1.3.5.2

1517.0.4.9.7.7



慶長18年における国東、速見郡の代官所第四表

は
、
木
付
右
馬
亜
御
代
官
所
の
範
囲
が
速
見
・
国
東
両
郡
に
ま
た
が
る
こ
と
で

あ
る
。
木
付
右
馬
亜
が
在
地
土
豪
か
ら
の
登
用
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
旧
時

代
の
勢
力
圏
が
そ
の
ま
ふ
代
官
所
の
範
囲
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の

段
階
に
お
い
て
は
近
世
大
名
の
土
地
支
配
組
織
と
し
て
の
郡
代
Ｉ
惣
庄
屋
ｌ
村

庄
屋
ｌ
農
民
と
い
う
郡
単
位
制
が
行
な
わ
れ
ず
、
土
蕊
勢
力
と
の
妥
協
の
面
が

か
な
り
強
く
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
捌
の
段
階
に
お
け
る
一
つ
の
特

色
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
総
螺
雌
眺
雛
雛
蕊
職
唾
需
齢
や
鵬
雛
雛
澱

官
若
狭
の
子
は
百
姓
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
木
付
右
馬
亜
が
代
官
と
し
て

登
用
さ
れ
た
の
と
対
比
し
て
、
慶
長
十
八
年
に
は
行
政
組
織
の
改
変
が
行
な
わ

れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
登
用
に
差
が
現
わ
れ
た
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
一

く
し
て
木
付
の
場
合
、
慶
長
十
六
年
の
九
捌
は
、
慶
長
十
八
年
に
は
五
つ
の
代
５

官
所
の
所
属
ｌ
恐
ら
く
五
つ
の
地
方
Ｉ
に
綴
め
ら
れ
、
そ
れ
が
元
和
八
年
の

一

付
五
庄
屋
と
な
っ
て
行
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
代
官
所
の
変
遷
に
よ
っ
て
み
る
如
く
、
豊
後
国
速
見
郡
の
地
方
行
政
上

の
変
革
は
、
慶
長
十
八
年
前
後
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
而
し
て
そ
の
変
革
は

手
永
制
施
行
に
連
な
る
性
格
で
も
あ
っ
た
。

一
一
一

以
上
の
如
き
前
史
を
も
っ
て
小
倉
藩
地
方
行
政
の
単
位
と
し
て
手
永
が
股
け

灘
鍵
講
謹
謹
鱗

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
壁
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
元
和
元
年
に
お
い
て
も
速
見

Ｌ人畜改帳~1による。１，６，７，８，９は速見郡，２，３，４は国東郡であ

国東両郡にまたがる。

１は慶長16年

る。５は速見，

代官 所名 所轄村名 石高 (嶺:黒)’年度

１
２
３
４
５
６
７
８
９

愛藤与三右術門殿
御代官所

三上勘左衛門〃

片山新五左衛門〃

尾形九郎左衛門〃

木付右馬亜〃

大嶋宗角〃

井上少左衛門〃

工 藤半大夫〃

村田二右衛門〃

乙丸，荒木，徳野，津々良
山浦，畑，小平

両子，昌永，道謂，糸永，
懸樋，杉山，中野

西本，小城，横城．乗多，
下原，灘手，狩宿，大列

小野，永松，沓懸，石丸，
窒口

下庄，俣見，菅尾

上庄

上八坂

下八坂

歳田，真那井

斗升合勺才

９．７．４．３．５
１．５．６．２．８

７．４．６．９．０
ｒ 一

９
３
０

2．２．７

6．１．６．

●
●
●

０
８
４

●
①
●
●
●
●
●

石
卯
、
辿
諏
岨
妬
皿
“

１
２
０
２
０
２
９

１
１
１

8．０．４．５．０

一 一

９
９
０

１１．７．３．

9．６

2．７．０

●
●
●

〃
』
叩
Ｕ
〃
、
叩
》
Ｇ
ｐ
０
＆

●
●
●

《
叩
Ｒ
》
ｎ
一
曲
Ｕ
〃
偽
叩
》

876.
336.

528.
255.

728.

28□

513.
170.

６
８
１
１
受
愛

″
″
″
″
″
″
〃



御姫様領分

〃

郡
に
手
永
が
見
当
ら
な
い
の
で
、
速
見
郡
の
例
が
小
倉
藩
全
体
を
代
表
す
る
か

否
か
充
分
の
資
料
と
は
な
り
将
な
い
が
、
元
和
八
年
の
由
布
院
四
手
永
が
慶
災

誠
簾
蝕
奔
郷
匪
制
懲
蝿
諦
緋
鯉
需
騨
剖
殻
鵠

は
明
ら
か
で
あ
る
。
慶
艮
十
九
年
の
手
永
は
捌
制
を
改
称
し
て
成
立
し
た
と
い

え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
捌
」
か
ら
「
手
永
」
へ
の
改
編
に
は
、
木
付
右
馬
亜
御

代
官
所
の
例
で
み
た
よ
う
に
、
中
世
的
勢
力
範
囲
的
色
彩
が
つ
よ
い
「
捌
」
を
、

第五表下毛郡深水惣左術門手永における土地所属（元和８年）

″
・
〃

″
″
″
″
〃

上知分

近
世
大
名
の
統
治
組
織
に
ふ
さ
わ
し
く
改
編
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
働
い
た
こ

と
は
否
め
な
い
。
而
し
て
細
川
氏
が
豊
後
入
国
後
十
五
年
に
し
て
は
じ
め
て
全

域
を
完
全
に
掌
握
し
得
た
と
き
‐
手
永
の
施
行
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
手
永

の
区
域
は
名
の
通
り
手
捌
き
の
範
囲
内
と
い
う
前
提
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
第

七
表
に
み
る
よ
う
に
一
郡
を
四
な
い
し
十
四
の
区
域
に
区
分
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
手
永
内
に
は
蔵
納
地
・
給
人
知
行
地
を
含
む
も
の
で
、
福
島
村
半
右
衛
門

手
永
な
ど
と
よ
ば
れ
て
、
惣
庄
屋
の
名
を
冠
し
惣
庄
屋
を
通
し
て
藩
政
磯
椛
に

連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
（
第
五
表
参
照
）
。

元
和
八
年
の
人
畜
改
帳
に
お
い
て
下
毛
郡
の
居
地
を
当
っ
て
み
る
と
、
加
木

野
与
左
衛
門
は
惣
庄
屋
と
し
て
御
蔵
納
犬
窪
村
に
住
み
、
藤
木
（
柿
山
）
九
郎

《
幼
）

右
衛
門
尉
は
柿
山
村
に
住
ん
で
い
る
。
こ
の
例
で
み
る
苗
字
が
必
ず
し
も
村
名

と
一
致
し
な
い
の
は
、
慶
艮
十
九
年
の
場
合
に
村
名
が
苗
字
的
に
用
い
ら
れ
る
一

の
と
対
照
的
で
あ
っ
て
、
作
為
的
な
感
じ
が
す
る
。
元
和
年
間
に
ば
惣
庄
屋
の
６

崎
繊
熊
灘
聡
謂
誌
和
零
的
な
形
態
を
脱
し
て
嘱
任
・
賑
庄
一

惣
庄
屋
が
成
立
的
に
村
名
を
冠
す
る
こ
と
は
、
彼
等
の
出
自
が
在
地
土
豪
届

に
あ
っ
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。
村
内
に
お
け
る
惣
庄
屋
の
蒜
営
規
模
や
そ
の
影

轡
力
を
み
る
と
、
宇
佐
郡
の
場
合
、
第
六
表
の
よ
う
な
人
畜
の
榊
成
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
平
均
値
か
ら
惣
庄
屋
の
村
内
常
時
労
働
力
は
、
総
人
畜

の
一
五
％
に
も
の
ぼ
り
．
ま
た
恒
松
℃
中
山
両
村
の
例
で
も
判
る
よ
う
に
、
惣

庄
屋
の
所
有
す
る
人
畜
は
他
村
に
も
及
ぶ
で
あ
る
罰
か
ら
そ
の
比
率
が
大
に
な

る
率
は
充
分
推
定
で
き
よ
う
。

ま
た
そ
の
土
地
所
有
状
態
に
つ
い
て
由
布
院
に
お
け
る
惣
庄
屋
石
丸
次
郎
右

衛
門
の
場
合
、
石
丸
村
の
田
畠
高
三
九
町
一
反
八
畝
一
三
歩
の
一
一
％
に
当
る

四
町
二
反
九
畝
一
○
歩
を
所
有
し
，
ま
た
並
柳
甚
左
衛
門
は
並
柳
村
四
一
町
両

御ﾂｌＷ
恥
岬
銅
緬
村
踊
楠
緬
満
銅
聡
謝
蝿
耐

田
森
小
森
嶋
士
臼
助
成
西
原
東
諌
佐

‐
Ｉ

惣庄屋知行

L小倉藩人畜改帳可三による。

〃

休無棟領分

〃

″
〃



2６

反
四
畝
二
歩
の
う
ち
二
町
四
反
八
畝
六
歩
余
を
所
有
し
、
さ
ら
に
の
ち
に
移

譲
蕊
謹
廼
喧
淵
蕊
瀧
詣
溌
雲

と
な
が
ら
、
耕
地
の
点
か
ら
も
大
き
な
存
在
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

惣
庄
屋
の
所
有
地
や
人
畜
櫛
成
か
ら
み
て
、
村
内
霊
淀
は
郷
村
内
へ
の
影
縛

力
は
非
常
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
そ
の
大

き
な
影
響
力
が
、
新
任
地
に
お
け
る
藩
地
方
行
政
の
末
端
機
櫛
と
し
て
惣
庄
屋

を
登
用
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
惣
庄
屋
と
し
て
登
用
さ

れ
る
地
方
土
豪
の
影
野
力
が
捌
（
の
ち
手
永
）
の
範
囲
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第六表宇佐郡における惣庄屋所有の人畜（元和８年）

１３８

１５８

４１

|鷲|瞥｜｜管|管｜｜鯛考

２

２

３

５

４

２

２

手
永
の
範
囲
は
こ
の
条
件
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
手

永
の
規
模
の
大
小
を
決
定
す
る
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
形
や

歴
史
的
条
件
な
ど
村
落
結
合
の
濃
淡
が
、
手
永
の
規
模
を
決
定
し
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
結
果
が
●
大
は
一
万
石
か
ら
小
は
千
石
余
ま
で
の
手
永
と
な
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
手
永
制
は
単
に
郡
を
い
く
つ
か
に
機
械
的
制
度
的
に
分
け
て
股
け
ら

れ
た
も
の
で
な
く
、
地
域
的
・
歴
史
的
条
件
を
充
分
に
考
慮
し
た
も
の
で
あ
つ

（
到
）

・
た
。

新
入
国
大
名
と
し
て
慨
後
に
赴
い
た
細
川
忠
興
は
地
方
土
疲
勢
力
を
惣
庄
屋

と
し
て
把
握
し
、
そ
の
手
を
通
し
て
地
方
を
支
配
し
た
の
で
あ
っ
て
、
手
永
制

の
設
立
に
は
そ
の
よ
う
な
地
方
支
配
の
苦
心
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
花
岡
興

師
氏
に
よ
れ
ば
、
寛
永
九
年
肥
後
に
入
国
し
た
細
川
氏
が
、
そ
の
地
方
支
配
の

た
め
登
用
し
た
惣
庄
屋
の
出
自
は
、
加
藤
家
臣
７
，
大
庄
屋
９
、
阿
蘇
家
臣
５
、
一

蕊
誤
吠
蕊
鮮
測
霊
鍵
凄
鎮
霊
『

れ
も
が
地
方
に
大
き
な
影
響
力
を
有
す
る
と
い
わ
れ
る
者
た
ち
で
あ
る
点
、
細

川
氏
の
地
方
行
政
上
の
特
色
と
い
え
よ
う
。

は
蕊
濡
議
憩
窪
鯉
灘
窮
蕊
潔
壁

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

豊
後
に
お
け
る
惣
庄
屋
の
系
譜
が
明
ら
か
な
も
の
は
少
な
い
が
、
国
東
郡
竹

田
津
手
永
の
惣
庄
屋
竹
田
津
氏
は
竹
田
津
庄
の
地
頭
で
大
友
氏
の
直
臣
で
あ
つ

職
耀
蝿
》
織
灘
剛
蕪
離
職
撚
唾

で
あ
っ
た
。
竹
田
津
氏
系
図
は
彼
ら
の
登
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

２
３

１

２

1リ

％
％
％
％
％
％
％

０
４
７
３
２
５
０

161

６４

５０５

４１７

2５山本村

日岳村

赤尾村

庄村

山蔵村

山村

恐石村

五郎丸村

宮原村

高森村

(鳴熊
恵良村

佐田村

上船木村

田所村

3４ ％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

１
２
７
６
８
０
６
９
１
４
４
５

２
３

１
６
４
４
３
Ｊ

４ 6％山本少左衛門

日岳伝右術門

麻生善介

庄三郎右衛門

山蔵助右術門

山村与右衛門

丑石新右衛門

津布佐甚左衛門

斎藤理兵衛

〃孫左衛門

中山涜左衛門

〃子二人の分

恵良九郎右衛門

佐田太郎右衛門

高並又右術門

３
２
１
１
２
1８

グ
曲
叩
／
ｎ
》
グ
ク
《
Ｕ

㈹
。
ｎ
ノ
⑪
／

ｎ
名
Ｊ
、
〃
“
ｎ
名
唖

９
７
１
４
５
８
６
１
４
４

２
６
４
１
３
４

２

９

％
％
％
％

０
７
３
７

１
３
４

１
４
４
１
４
３

０
５
２
４
９
６
３

３
３

１

３
３
８

１

1９



っ
て
も
非
常
に
ひ
く
く
、
身
分
的
に
も
蔑
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
．
元
和
年
間
に
お
け
る
知
行
高
銭
賭
本
に
よ
っ
て
多
少
の
異
同
が
あ
っ
て

一
定
し
て
な
い
が
、
「
豊
前
御
侍
帳
」
の
知
行
高
は
次
の
通
り
で
あ
っ
て
、
大

体
五
○
石
ど
ま
り
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
彼
ら
は
一
方
で
は
農
民
と
し
て
名
爾

さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
で
は
知
行
を
う
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
自
己

網
鑑
鞠
職
職
蝿
識
議
雛
講
垂
溌
咋
紡
鍋
潔

四

惣
庄
屋
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
農
村
に
お
い
て
こ
そ
有
力
者
で
あ
り
、
大

土
地
所
有
者
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
藩
政
機
構
に
お
い
て
は
全
く
そ
の
末
端
で
あ

っ
て
、
郡
代
の
下
に
属
す
る
股
下
位
の
地
位
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
知
行
と
言

一
鋭
東
照
宮
一
日
忠
典
公
ヲ
召
〆
日
、
子
力
家
大
友
氏
ノ
鐘
臣
ヲ
多
ク
扶

持
ス
ル
ト
聞
カ
ー
何
ノ
故
ソ
。
公
対
日
‐
臣
曽
テ
亡
国
ノ
臣
ヲ
愛
ス
ル
ニ

非
そ
国
碕
郡
地
僻
シ
テ
戦
国
ノ
醗
習
未
タ
除
カ
ス
、
旧
国
吏
ノ
民
補
二

熟
ス
ル
者
ヲ
得
テ
、
之
ヲ
治
ム
ル
ニ
非
レ
ハ
能
ハ
ス
、
コ
ロ
ヲ
以
コ
レ
ヲ

邑
長
村
吏
二
仕
フ
ル
ノ
ミ
、
．
…
観
）

新
任
大
名
と
し
て
下
向
し
た
細
川
氏
が
、
戦
国
の
余
餓
く
す
ぶ
る
土
凝
勢
力

と
妥
協
す
る
こ
と
な
く
し
て
こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う

本
悩
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
而
し
て
土
豪
勢
力
が
惣
庄
屋
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と

は
、
藩
政
の
末
端
に
連
な
り
藩
主
よ
り
知
行
地
を
得
て
支
配
者
掴
に
属
す
る
存

在
と
な
っ
た
。

土
巌
と
し
て
耕
地
を
所
有
し
自
営
す
る
反
面
、
知
行
取
り
と
し
て
支
配
者
胴

に
連
な
る
と
い
う
、
惣
庄
屋
の
一
一
重
性
格
が
そ
の
当
初
か
ら
鰯
え
ら
れ
た
わ
け

で
あ
る
。

#出

細川文宙「豊前御侍帳」による。同文窪「小倉藩侍帳」、「豊
前国二而之御侍帳」および元和８年「小倉藩人畜改帳」と異同。

８－

農
民
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
土
地
知
行
の
形
態
は
、
慶
長
十
六
年
並
柳
村
甚
左
衛
門
知
行
地
五
○
石

の
う
ち
に
永
荒
ひ
ら
き
分
と
し
て
、

光
永
村
田
五
反
七
畝
二
六
歩

前
徳
野
村
田
七
反
六
畝
二
七
歩

石
武
村
田
一
反
四
畝
二
八
歩

第七表惣庄屋知行一覧（元和年間）

砲ｲロ ‘山． 30石40石50石 75石 其の他 手永
数

人密限の
乎永紋

規矩郡

田川〃

京都〃

中津〃

築城〃

上毛〃

下毛〃

宇佐〃

国東〃

速見〃

２

２

２
１
１
６
２
３

３
２
１

１

３
４
４

１

１
・
１
０
１
２

１
２
２
１
２
３
４
１

１

0

三人扶持３

不明１
８
６
３
４
３
３
４
３
０

１
１
１

６
７
４
４
４
４
触
猫
ｕ
４

４ 1５ 1８ ６ 1６ １ ４ 6４ 7３



並
柳
村
田
四
反
七
畝
二
九
歩

高
合
せ
て
二
○
石
が
含
ま
帳
）
ま
た
乙
丸
村
市
左
衛
門
の
知
行
分
と
し
て
同
捌

内
に
、

永
荒
発
田
一
町
九
畝
一
三
歩

新
地
関
田
八
反
八
畝
一
五
歩

商
合
せ
て
二
○
石
二
合
余
が
与
え
ら
れ
て
い
篭
速
見
郡
が
小
倉
藩
の
代
表
的

な
処
で
あ
り
得
な
い
地
で
あ
る
こ
と
は
朗
に
の
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
慶
長

十
六
年
当
時
に
お
い
て
は
知
行
地
が
必
ず
し
も
惣
庄
屋
の
居
住
地
に
限
ら
れ
ず

与
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
編
細
騨
嬬
潔
鮒
鶴
鵠
噸
輸
闘
肺
簾
賊
蛾
躯

ず
し
も
一
致
し
な
い
。
下
毛
郡
の
惣
庄
屋
の
知
行
地
の
持
ち
方
を
鮮
細
に
み
る

と
、
臼
惣
庄
屋
が
自
己
の
高
を
含
め
て
知
行
す
る
例
は
非
常
に
少
な
く
，
槻
ノ

木
猪
介
た
壁
一
例
で
あ
る
。
目
自
己
の
高
は
他
の
給
人
に
属
し
な
が
ら
、
自
己

は
別
に
惣
庄
屋
高
と
し
て
本
百
姓
・
小
百
姓
の
高
を
知
行
す
る
例
は
深
水
惣
左

衛
門
以
下
六
人
が
こ
れ
に
岡
す
る
。
目
の
例
の
よ
う
に
惣
庄
屋
が
自
己
の
高
を

他
の
給
人
に
支
配
さ
れ
る
の
は
、
被
支
配
者
Ⅱ
農
民
と
し
て
土
地
を
所
有
し
直

接
生
産
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
が
強
く
現
わ
れ
る
結
果
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
細

川
氏
の
地
方
行
政
の
上
で
、
惣
庄
屋
を
直
接
生
産
者
（
大
土
地
所
有
者
）
の
地

位
か
ら
切
り
離
し
、
蔵
入
地
か
ら
知
行
を
与
え
た
り
、
ま
た
知
行
地
と
し
て
他

の
土
地
を
与
え
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
元
和
八
年

国
東
郡
赤
根
村
の
三
百
三
石
五
斗
余
が
、
国
東
郡
に
お
け
る
七
人
の
御
惣
庄
屋

知
行
分
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
惣
庄
屋
が
自
己
の
土
地
か
ら
離
さ
れ
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
化
し
た
段
階
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
上
で
は
土
地
耕
作
者
で

は
あ
り
得
て
も
所
鯛
土
地
領
主
（
土
寂
的
手
作
）
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

注
（
１
）
森
田
誠
一
「
手
永
制
度
」
含
日
本
歴
史
大
辞
典
も
。
森
下
功
「
肥
後

藩
手
永
・
惣
庄
屋
一
覧
」
。
「
肥
後
藩
の
行
政
機
榊
」
（
『
熊
本
県
史
近

代
編
第
こ
）
一
○
五
頁
以
下

．

（
２
）
「
御
家
譜
」
忠
興
君
、
照
本
県
立
図
露
館
蔵
、
写
本
。

（
３
）
『
小
倉
藩
人
畜
改
帳
一
』
。

（
４
）
松
井
文
密
、
熊
本
大
学
図
穫
館
蔵
、
慶
長
十
六
年
「
御
愈
納
井
知

行
分
豊
後
国
速
見
郡
」
に
よ
れ
ば
、
同
郡
は
、

豊
後
国
速
見
郡
内
御
倉
入
羽
柴
越
中
守
代
官
仕
分

一
高
九
千
四
百
六
拾
壱
石
六
斗
六
升
五
合
弐
夕
由
布
院

一
高
千
参
拾
壱
石
六
斗
参
升
九
合
浜
脇
村

従
っ
て
惣
庄
屋
を
通
し
て
み
た
細
川
氏
の
対
土
巌
政
策
は
、
一
つ
に
は
在
地

勢
力
と
妥
協
し
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
民
を
把
握
し
、
反
面
土
薮

を
土
地
か
ら
切
離
し
、
農
民
と
の
離
反
を
通
し
て
そ
の
旧
来
の
影
騨
力
を
弱
化

さ
せ
る
政
簸
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
土
凝
は
所
詮
藩
的
権
力
者
た
り
得
ず
あ

継
撫
搬
純
群
鯛
詫
賎
継
瀧
職
蕊
封
職
涌
蝿

か
な
聯
実
で
あ
る
が
、
そ
の
故
に
細
川
氏
は
う
ま
く
土
豪
を
利
用
し
た
と
も
云

え
る
。

の
麺
鮭
繊
雛
電
鮭
洲
睡
維
鮮
繍
噸
灘
誇
舵
懸

分
の
成
果
が
得
ら
れ
た
結
果
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
而
し
て
そ
の
母
胎
は

小
倉
時
代
に
経
験
さ
れ
た
地
方
支
配
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
小
倉
領
時
代
の
細
川
氏
に
つ
い
て
は
ま
だ
ノ
、
研
究
が
な

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

－９－



高
合
壱
万
四
千
五
拾
弐
石
八
斗
参
升
八
合
七
勺

豊
後
国
速
見
郡
内
羽
柴
越
中
守
知
行
分

一
高
千
六
百
五
拾
六
石
参
斗
六
升
七
合
下
庄
村

一
高
千
五
百
七
拾
六
石
参
斗
四
升
参
合
上
庄
村

一
高
八
百
三
石
五
斗
六
升
九

・
歳
田
村

一
高
参
百
六
拾
弐
石
参
斗
九
升
参
合
真
那
井
村

一
商
八
百
八
石
参
斗
八
升
壱
合
七
勺
上
八
坂
村

一
高
千
百
参
拾
参
石
四
斗
参
升
八
夕
下
八
坂
村

高
合
六
千
参
百
四
拾
石
四
斗
八
升
四
合
五
勺

と
な
っ
て
い
る
。

（
５
）
松
井
家
記
、
典
長
条
。

（
６
）
〃
康
之
条
。

（
７
）
松
井
文
密
、
慶
長
九
年
十
二
月
六
日
「
速
見
郡
国
東
郡
絵
図
之
高

似
写
帳
」
。

（
８
）
松
井
家
紀
、
胆
之
条
。
な
お
細
川
文
書
慶
長
六
年
十
月
「
知
行
目

録
」
（
仮
題
）
に
よ
れ
ば
木
付
城
付
六
、
三
七
九
石
余
、
国
東
郡
内
一

八
、
九
八
八
石
余
、
宇
佐
郡
六
二
六
石
余
の
知
行
を
得
て
い
る
。

（
９
）
松
井
家
記
、
康
之
条
。

（
加
）
松
井
家
記
、
康
之
条
。
康
之
以
後
も
神
童
寺
村
の
伝
領
は
許
さ
れ

て
い
る
。

（
ｕ
）
『
小
倉
藩
人
畜
改
帳
』
五
。

（
ｕ
）
松
井
文
書
、
慶
長
十
八
年
十
月
「
御
蔵
納
田
畠
物
成
帳
」
。

助
エ
ー
拳
彦
エ
ロ
幸
云
鉾
胆
士
診
石
謹
ヒ
ユ
州
五
△
ロ
ー
損
Ｕ
毒
謂
酉
Ｈ
臆

（
週
）
『
小
倉
藩
人
畜
改
帳
』
五
、
三
四
四
頁
、
四
五
三
頁
。

（
雌
）
全
右
、
三
八
六
頁
。

（
燭
）
全
右
ｂ
三
二
五
頁
。

（
恥
）
「
熊
木
史
学
」
第
一
九
・
二
○
号
、
五
九
’
六
六
頁
。

（
Ⅳ
〕
松
井
文
醤
、
慶
長
十
八
年
「
速
見
郡
由
布
院
村
々
新
地
永
荒
開
御

帳
」
。

（
岨
）
年
代
的
に
慶
長
十
三
年
ご
ろ
の
例
で
手
永
を
称
す
る
よ
う
な
も
の

（
川
口
恭
子
「
近
世
初
期
走
百
姓
に
つ
い
て
」
、
『
原
田
敏
明
教
授
退

官
記
念
論
文
集
』
所
収
）
も
あ
る
が
そ
れ
は
後
の
へ
ん
さ
ん
で
あ
り
、

手
永
の
地
を
加
代
ま
で
遡
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
”
）
『
小
倉
藩
人
畜
改
帳
』
五
。

（
加
）
全
右
三
・
二
○
六
頁
。

（
別
）
速
見
郡
並
柳
村
甚
左
衛
門
は
慶
長
十
四
年
、
十
六
年
に
は
並
柳
村

に
住
ん
で
い
る
が
（
『
人
畜
改
帳
』
一
）
、
元
和
年
間
に
そ
の
子
忠
介

と
石
武
村
に
移
住
し
今
先
祖
附
」
）
、
並
柳
村
に
は
弟
吉
兵
衛
が
洩

っ
て
い
る
ｏ

（
〃
）
第
五
表
参
照
。

（
羽
）
松
井
文
密
の
キ
リ
シ
タ
ン
史
料
（
「
熊
本
史
学
」
第
一
九
・
二
○

号
所
収
）
に
よ
っ
て
下
毛
郡
の
惣
庄
屋
が
殆
ど
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
っ

て
い
る
が
、
石
丸
村
で
村
人
の
全
員
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
っ
た
の
は

惣
庄
屋
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
型
）
国
東
郡
に
お
け
る
中
世
的
郷
荘
と
手
永
を
み
る
と
高
田
庄
↓
寓
田

手
永
、
竹
田
津
庄
↓
竹
田
津
手
永
、
安
岐
郷
↓
安
岐
手
永
、
田
染
庄

↓
田
染
手
永
、
富
来
庄
↓
富
来
手
永
な
ど
、
歴
史
的
条
件
が
重
視
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

1０
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第
八
表
惣
庄
屋
手
作
地
と
蔵
納
、
給
知
別
所
腐
ｌ
関
係
分

「
小
倉
藩
人
畜
改
帳
三
」
に
よ
り
作
成
。
※
石
高
は
合
以
下
省
略
。
※
※
給
人
名
の
上
の
・
は
惣
庄
屋
を
表
わ
す
。

夷封１ＩＣＩ

率
（
元
和
八
年
下
毛
郡
の
湯
合
）

添
水
惣
左
衛
門

〃〃〃〃〃

麺
瀬
新
五
兵
衛

、
島
半
右
衛
門

〃〃〃

壷
合
孫
右
衛
門

〃〃

宋
谷
孫
介〃〃

４

四
谷
次
兵
衛

〃

山
移
源
右
衛
門

〃〃〃〃〃〃

醗
木
九
郎
右
衛
門
圏

（
柿
山
〕
〃〃〃

手
島
三
郎
右
衛
門

守
実
清
兵
衛

〃

加
木
野
与
左
衛
門

津
民
平
右
衛
門

〃〃

槻
ノ
木
猪
介

〃

戸
原
太
郎
兵
衛

田
口

〃

下
深
水

西
株

〃〃

禍蝿

島瀬
〃〃〃

落
合

〃〃

皐
上
津
野

〃〃

四
上
津
浦

〃
山
移

〃〃〃〃〃〃
柿
山

〃〃〃
守
実

〃

津大

民 窪

〃〃

槻
ノ
木

〃
戸
原

禰
斗
升

一
一
塞
塾
、
一
、
四

重
。
、

六
雲
一
一
、
六
、
劾

誕
。
、

一
一
ハ
ロ
、
．
。
、
一

六
セ
ー
『
垂
、
皇

六
一
一
一
、
毒
、
雲

四
九
幸
、
雲
、
ゼ

ハ
ー
ー
ハ
、
一
一
、
一
一

六
ま
つ
、
六
、
ロ

跡
一
一
準
一
、
〈
、
ロ

ー
ー
ー
バ
ホ
、
雲
、
一
一

一
詞
四
、
ロ
、
和

四
一
一
未
、
〈
、
夫

二名

一
、

石
斗
升

一
一
口
垂
、
一
、
四

垂
。
、

率
一
一
、
ロ
も
一
一

へ
。
、
迄
、
九

四
つ
心
〈
、
〈

一
一
率
、
。
、
一

一
三
口
も

一
。
。
、

一
一
垂
、

六
畢
垂
、
九
℃
四

九
、
木

一
垂
、
六
へ
塞

四
迄
〈
、
率
、
六

一
つ
ロ
、

一
一
四
、
九
、
六

【
四
一
一
、
六
、
七

率
一
一
、
七
、
つ

一
ロ
和
、
一
、
九

一
一
ロ
ハ
、
四
、
一

一
〈
ロ
８
六
、
一
一

〈
、
ロ
、
ロ

ー
ロ
大
、
ロ
、
。

一
一
ロ
、

一
一
。
、

一
一
一
一
〈
、
〈
、
や

一
一
九
、
六
、
九

一
垂
、
韮
、
九

一
一
や
、
〈
、
皇

屋
微
八

六
つ
。
、
未
、
ロ

雲
。
、

一
一
如
六
、
雲
、
雲

一
一
。
、

三
・
、

二
一
四
、
。
、
池

》
手
島
三
郎
右
衛
門

》
深
水
惣
左
衛
門

御
姫
橡
領

御
蕨
納

小
笠
原
民
部
少
輔

諸
茂
兵
衛

》
福
島
半
右
衛
門

小
笠
原
民
部
少
輔

同
越
米
御
蔵
納

百
姓
な
し

・
落
合
孫
右
衛
門

ーｖ～ー一一

小
笠
原
民
部
少
輔

名
村
左
大
夫

嘩
東
谷
孫
介

薮
三
左
衛
門

。
西
谷
次
兵
衛
ーー

御
蔵
納

千
手
新
左
衛
門
尉

・
小
谷
忠
二
郎

銅
墾
赫
幽
蔵
納

沢
村
弥
左
衛
門

。
加
木
野
与
左
衛
門

。
山
移
源
右
衛
門

御
蔵
納

小
笠
原
民
部
少
輔

千
手
新
左
衛
門
尉

。
藤
木
九
郎
右
衛
門

三
斉
禄
御
蔵
納

薮
三
左
衛
門

。
（
守
実
）
清
兵
衛

御
蔵
納

〃

松
野
半
斎

ー一

ｰ~～

。
（
津
民
）
平
右
衛
門

御
蔵
納

。
槻
ノ
木
猪
介

ー一

一 一一一一一一一一一一一一●一

山山
一ノ－ ノ四

山山

ノーノ＝
ソ
ロ

『
ノ
、

コ
ノ
ロ

一
一

脚
ノ
【

＝＝
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厘
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一霊一
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一
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一
一
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一
田
数
合
七
反
六
畝
廿
七
歩
前
徳
野
村

分
米
八
石
壱
斗
七
升
二
合
七
勺

同

一
田
数
合
壱
反
四
畝
廿
八
歩
石
武
村

分
米
壱
石
三
斗
四
升
四
合

同

一
田
数
合
四
反
七
畝
廿
九
歩
並
柳
村

分
米
五
石
弐
斗
七
升
六
合
四
勺

右
田
数
合
壱
町
九
反
七
畝
弐
拾
歩

分
米
弐
拾
石
者
甚
左
衛
門
二
被
下
候
知
行

但
高
五
拾
石
之
内
也

（
洲
）
松
井
文
番
、
慶
長
十
六
年
「
速
見
郡
由
布
院
之
内
田
畠
永
荒
新
地

発
御
中
」
。

慶
長
拾
六
年
九
月
拾
八
日
乙
丸
村
市
左
衛
門
花
押

一
田
壱
町
九
畝
拾
参
歩
永
荒
発

分
米
拾
弐
石
三
升
七
合
六
勺
八
才

一
八
反
八
畝
十
五
歩
新
地
開

分
米
七
石
九
斗
六
升
五
合

二
口
合
壱
町
九
反
七
畝
廿
八
歩
市
左
衛
門
二
被
下
候
分

分
米
弐
拾
石
弐
合
六
勺
八
才

（
”
）
『
小
倉
藩
人
畜
改
帳
』
三
。

（
羽
）
森
山
恒
雄
「
近
世
初
期
肥
後
国
衆
一
摸
の
榊
造
」
九
州
文
化
史
研

究
所
紀
要
第
七
号
。

（
”
）
花
岡
典
師
「
肥
後
藩
初
期
に
お
け
る
御
惣
庄
屋
の
出
自
に
つ
い

て
」
、
森
下
功
「
肥
後
藩
の
行
政
機
織
」
。

（
踊
）
花
岡
典
卸
「
肥
後
藩
初
期
に
お
け
る
御
惣
庄
屋
の
出
自
に
つ
い

て
」
昭
和
三
十
五
年
西
日
本
史
学
会
秋
期
大
会
報
告
。

（
妬
）
大
分
県
史
料
に
よ
れ
ば
速
見
郡
真
繊
城
守
と
し
て
一
万
二
千
石
を

領
し
た
辻
間
越
後
守
は
永
禄
二
年
早
川
主
馬
が
日
出
一
万
石
を
拝
領

し
た
際
に
辻
間
村
日
出
村
五
千
二
百
石
の
惣
庄
屋
に
任
ぜ
ら
れ
（
ｕ

‐
三
三
二
頁
）
、
ま
た
秋
吉
幸
氏
は
大
友
氏
没
落
後
帰
村
し
、
以
後
杉

原
、
松
井
氏
の
任
官
に
応
じ
な
か
っ
た
と
い
う
（
加
’
五
三
二
頁
）
。

（
”
）
外
山
幹
男
「
守
礎
大
名
と
し
て
の
大
友
氏
の
性
格
」
ヒ
ス
ト
リ
ア

畑
号
。

（
犯
）
全
右
。

（
”
）
大
友
史
料
②
二
七
八
。

（
釦
〕
外
山
前
掲
霞
。

（
弧
〕
『
大
分
県
史
料
』
ｍ
’
一
四
二
頁
。

（
犯
〕
細
川
文
窃
。

（
羽
）
原
口
虎
雄
「
薩
藩
郷
士
生
活
の
経
済
的
基
礎
」
Ｉ
（
『
九
州
経
済

史
研
究
』
第
一
集
）

（
狐
）
『
熊
本
県
の
歴
史
』
一
八
五
頁
（
文
面
堂
）
。

（
調
）
松
井
文
密
、
慶
長
十
六
年
「
由
布
院
之
内
田
畠
永
荒
新
地
開
並
一
一

物
成
目
録
」
。

永
荒
開
慶
長
拾
三
年
分

右
之
外
也

慶
拾
三
年
之
中
但
笹
左
衛
門
二
被
下
候
知
行
分

一
田
数
合
五
反
七
畝
廿
六
歩
光
永
村

分
米
五
石
弐
斗
八
合

同

↓１
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